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都道府県労働局長 殿 

厚生労働省労働基準局長 

( 公 印 省 略 ) 

「労働保険事務組合事務処理手引 ( 平成 1 2 年 3 月 ) 」の一部改正について 

労働保険事務組合に 係る事務処理については、 「労働保険事務組合事務処理手引 ( 平成 

1 2 年 3 月 ) 」 ( 以下「事務処理手引」という。 ) により取り扱われているところであ るが、 

今般、 下記のとおり 事務処理手引の 一部を改正するので、 今後の事務処理に 当たっては遺 

漏のないよう 取り扱われたい。 

- 己 

1  改正概要 

労働者災害補償保険法施行規則等の 一部を改正する 等の省令 ( 平成 1 3 年厚生労働省 

令第 3 1 号 ) の施行に伴い、 労災保険率に「 0 ． 5 厘」単位の料率が 設けられたことか 

ら、 労働保険事務組合委託事業に 係る労働保険料の 算定について、 事務処理手引で 示さ 

れている算定方法により 求められる労働保険料額と、 労働保険の保険料の 徴収等に関す 

る法律 ( 昭和 4 4 年法律第 8 4 号 ( 以下「徴収 法 」という。 )) 第 1 1 条及び第 1 3 条の 

規定に基づき 算定される労働保険料額との 間に、 「 1 円」の誤差が 発生する場合が 生じ 

ることとなった。 

このため。 当該労働保険料の 算定に当たり、 徴収 法 第 1 ¥ 条及び第 1 3 条の趣旨に 、 沿 

った取扱いを 行 う こととするため、 事務処理手引中の 関連部分の記述等を 改めることと 

する。 ・ 

また、 雇用保険法 等 の一部を改正する 法律 ( 平成 1 2 年法律第 5 9 号 ) の施行に伴い、 

雇用保険率が 変更となったので、 事務処理手引中の 雇用保険率を 改めるものであ る。 



2  変更内容 

0  労働保険事務組合事務処理手引 ( 平成 1 2 年 3 月 ) の一部を次のように 改める。 

(1)  第 7 章のⅢの 2 の (2) の ホ の ( チ ) 中 「、 ( 計 ) 欄には、 「賃金等の報告」の⑪の ( ⑥ 

十 ⑮ ) 欄の額」を削る。 

(2)  第 7 章のⅢの 2 の (2) の ホ の 00) を次のように 改める。 

( ヌ ) 「⑨ 保険料」欄の ( 一 ) 欄には、 ⑦のⅠ ) 欄の額に⑧欄の 料率を乗じて 

得た 額 (1 円未満の端数があ るときは、 この端数を切り 捨てた 額 ) を記載し、 ( 特 ) 

欄 には、 ⑦の ( 特 ) 欄の額に⑧欄の 料率を乗じて 得た 額 (1 円未満の端数があ ると 

きは、 この端数を切り 捨てた 額 ) を記載し、 ( 一 ) 欄と ( 特 ) 欄を合算した 額を鯖十 ) 

欄に記載する。 

なお、 申告書内訳 ( 中 ) の様式に従い、 一般の労働者の 労災保険料と 雇用保険料 

を別々に計算した 場合、 労災保険率が「 0. 5 厘」単位の料率であ るとき、 「 1 円」 

の差額が発生することがあ る。 このような場合は、 労災保険料に「 1 円」を加算す 

る 。 

(3)  第 7 章のⅢの 2 の (2) の ホ の ( タ ) 中 「「 0 十 ①」欄の額に 上段の料率を 乗じて 得 

た 額を記載する。 ただし、 メリット制適用事業については「賃金等の 報告」の⑭ 

の ①欄の額に上段の 料率を乗じて 得た 額 (1 円未満の端数があ るときは、 この 端 

数を切り捨てた 額 ) と⑬の①欄の 額に上段の料率を 乗じて得た 額 (1 円未満の端 

数 があ るときは、 この端数を切り 捨てた 額 ) を合算した額を 記載する。 」を「⑭ 

の①欄の額に 上段の率を乗じた 額 (1 円未満の端数があ るときは、 この端数を切 

り捨てた 額 ) と、 ⑬の①欄の額に 上段の料率を 乗じて得た 額 (1 円未満の端数が 

あ るときは、 この端数を切り 捨てた 額 ) を合算した額を 記載する。 なお、 申告書 

内訳 ( 中 ) の様式に従い、 一般の労働者の 労災保険料と 雇用保険料を 別々に計算 

した場合、 労災保険率が「 0. 5 厘」単位の料率であ るとき、 「 1 円」の差額が 

発生することがあ る。 このような場合は、 労災保険料に「 1 円」を加算する。 」 

に改める。 

(4)  第 7 章のⅢの 2 の (2) の木の ( ネ ) 中 「 1 1. 5 」を「 1 5. 5 」に改める。 

(5)  第 7 章のⅢの 2 の (2) の木のけ ) 中 「 1 3. 5 」を「 1 7. 5 」に改める。 

(6)  第 7 章のⅢの 2 の (2) の木の ( ラ ) 中 「 1 4. 5 」を「 1 8. 5 」に改める。 

(7)  組 様式第 6 号 ( 中 ) 保険料申告書内訳を 次のように改める。 
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